
秋田市農業委員会委員の候補者の選考等に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

令和４年11月18日

秋田市長 穂 積 志

秋田市規則第27号

秋田市農業委員会委員の候補者の選考等に関する規則の一部を改正

する規則

秋田市農業委員会委員の候補者の選考等に関する規則（平成28年秋田市

規則第63号）の一部を次のように改正する。

第２条中「であって、次の各号のいずれにも該当しないもの」を「（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号に規定する暴力団もしくは同条第６号に規定する暴力団員又は

これらと密接な関係を有する者でない者に限る。）」に改め、同条各号を

削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


